
３ 
京丹後市消防団員の報酬額の改定等について（概要） 

 

１．目的 

本市は広大な市域を有し、消防団は火災対応に加え、頻発化する大雨等の自然災害へ

の警戒や対応など、多岐にわたる役割を担っており、地域防災力の中核として代替がき

かない重要な存在です。そのため、消防団の組織体制の維持は極めて重要です。 

一方で、人口減少や就業形態の多様化により、団員の確保及び活動の維持が困難とな

る地域が増加している現状を踏まえ、既存の支援消防隊との役割分担を整理し、限られ

た人材を有効に活用するため、新たに「機能別団員制度」を導入し、各人の役割に応じ

て参加できる体制を構築します。 

制度導入にあたっては、団員確保にむけた取組みを一層強化するとともに、消防団の

組織及び活動体制の充実を図り、地域の自主防災組織との連携をさらに深めることで、

地域防災力の向上を目指します。これにより、より安全で安心な、災害に強いまちづく

りを推進します。 

 

２．改定内容 

（１）年額報酬 

新制度に対応するための区分を追加する 

区分 階 級 年額報酬の額 出動区分・活動内容 

基本団員 

（新設） 

団 長 １８９，０００円 

所属する方面隊区域内の災害への出動 

（方面隊区域外への応援出動あり） 

副 団 長 １２３，０００円 

分 団 長 ９６，０００円 

副分団長 ５７，０００円 

部 長 ４３，０００円 

班 長 ４０，０００円 

団 員 ３６，５００円 

機能別団員 

（新設） 

団 員 

（新設） 
１０，０００円 出動以外の活動に制限あり 

 支援団員 ５，０００円 所属する分団区域内の災害への出動 

（２）出動報酬 

 基本団員に同じ 

（３）公務災害補償等 

 基本団員に同じ 

 

３．施行予定 

令和８年４月１日 


